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監 査 の 結 果 に つ い て 

 

地方自治法第１９９条第６項の規定に基づき、令和７年４月１日付け１１０－８号で市長から要

求のあった監査の結果（２回目）について、同条第９項の規定により、その結果を別紙のとおり報

告します。 

なお、本監査の結果に基づき、又は本監査の結果を参考として措置を講じたときは、地方自治法

第１９９条第１４項の規定により当該措置の内容を提出してください。 

  





市長の要求に基づく監査結果報告書（令和７年度２回目） 

令和７年１２月１９日 

 

串間市監査委員 田中 良嗣 

串間市監査委員 福留 成人 

１ 串間市監査基準への準拠 

  市長の要求に基づく監査は、串間市監査基準に準拠して実施した。 

 

２ 監査等の種類 

  市長の要求に基づく監査（地方自治法第 199 条第 6 項の規定による監査） 

（市長の監査要求内容） 

  令和７年度 公共工事に係る指名状況及び入札結果等の事務の執行状況について 

   

３ 監査等の対象 

財務課（入札・契約等主管課） 

 

４ 監査等の着眼点 

本監査においては、全国都市監査委員会が策定している実務ガイドライン等を踏まえ、公共工

事に係る指名状況及び入札等の事務執行が関係法令等に従って適正かつ公平に行われているかの

着眼点を持って実施した。 

 

５ 監査等の主な実施内容 

（１）監査の範囲 

今回の監査の範囲は、財務課が行った令和７年６月から１０月の入札執行分とする。なお、本

監査については通年を予定しているため、１０月入札分以降の事務の執行状況等についても継続

して監査を行うものとする。 

 

（２）監査の方法 

監査にあたっては、関係書類等を照査検討するとともに財務課の説明を聴取し、その執行状況

から主として事務の適法性、公平性について監査した。 

 

６ 監査等の実施場所及び日程 

（１）実施場所 串間市監査委員室（監査委員事務局） 

 

（２）日程（期間） 

１）監査準備及び書類等監査 令和７年９月１８日から令和７年１２月１６日 

２）委員監査        令和７年１１月１３日 

 

７ 監査の結果 

令和７年６月から１０月入札執行（指名競争入札）分の公共工事に係る指名状況及び入札結果等

については、入札件数が６２件（うち不調：６件、入札中止：１件）あり、事務の執行状況等につ

いては概ね適正に処理されていた。 

なお、工事以外を含む全指名競争入札件数は８７件で、別途、条件付一般競争入札を１９件実施

しているため、全入札件数については１０６件（うち不調：８件、入札中止：３件）となってい

る。 

今回監査を行った公共工事に係る指名及び入札等の状況については、次表のとおりである。 

また、前回から予定価格の事後公表や条件付一般競争入札が試行されており、その結果等につい

ても監査を行い記載している。 



なお、注意すべき事項等については「８ 意見」として記載した。 

 

〇公共工事に係る指名競争入札の状況 （※（ ）内は、工事以外も含む全体の数） 

項 目 ６月入札分 ７月入札分 

指名審査会 令和７年５月２８日･６月１０日 令和７年７月 １日 

指名通知日 令 和 ７ 年 ６ 月 ２ 日 ･ １ ０ 日 令和７年７月 ３日 

入札執行日 令和７年６月２０日 令和７年７月１８日 

指名から入札までの期間 １８日間・１０日間 １５日間 

契 約 日 令和７年６月２３日～６月２７日 令和７年７月２３日～８月１日 

入札件数 ８件 （ １８件） ６件 （ １３件） 

入札不調件数 １件 （  １件） １件 （  １件） 

指名業者数 延 ４５者（延１１５者） 延 ３０者（延 ７３者） 

入札辞退者数 ６者（  １０者）   ３者（   ４者） 

失格者数（無効含む）   ０者（   １者）  １者（   １者） 

予定価格総額(A) 25,755千円 （118,055千円） 43,588千円 （113,401千円） 

落札額総額（税込）(B) 23,934.9千円（112,847.9千円) 42,372千円 （107,085千円） 

差引額((A)-(B)) 1,820.1千円 （ 5,207.1千円) 1,216千円  （ 6,316千円） 

(B)／(A） （％） 92.93％ （95.59％） 97.21％ （94.43％） 

平均落札率（％） 93.86％ （94.38％） 94.50％ （93.60％） 

※平均落札率は、１件ごとの落札率を合計して落札数で除したもの。 

※条件付一般競争入札は含まない。 

 

項 目 ８月入札分 ９月入札分 

指名審査会 令和７年７月２９日･３１日 令和７年８月２６日 

指名通知日 令和７年８月 １日 令和７年８月２８日 

入札執行日 令和７年８月２０日 令和７年９月１９日 

指名から入札までの期間 １９日間 ２２日間 

契 約 日 令和７年８月２６日～９月３日 令和７年９月２２日～１０月３日 

入札件数 ３４件 （ ３８件） ６件 （  ９件） 

入札不調件数 ３件 （  ４件）      １件 （  １件） 

指名業者数 延１７８者（延１９７者） 延 ３９者（延 ５５者） 

入札辞退者数 延 ３７者（延 ４１者） 延 １２者（延 １５者） 

失格者数（無効含む）   １者（   １者）  ０者（   ０者） 

予定価格総額(A) 346,674千円 （354,540千円） 115,952千円 （131,784千円） 

落札額総額（税込）(B) 342,207.8千円（348,477.8千円) 113,826.9千円（128,676.9千円） 

差引額((A)-(B)) 4,466.2千円 （ 6,062.2千円) 2,125.1千円  （3,107.1千円） 

(B)／(A） （％） 98.71％ （98.29％） 98.17％ （97.64％） 

平均落札率（％） 98.45％ （97.33％） 98.01％ （96.54％） 

※平均落札率は、１件ごとの落札率を合計して落札数で除したもの。 

※条件付一般競争入札は含まない。 

  



 

項 目 １０月入札分 

指名審査会 令和７年９月３０日・１０月２２日 

指名通知日 令和７年１０月３日・２２日 

入札執行日 令和７年１０月１７日・３１日 

指名から入札までの期間 １４日間・９日間 

契 約 日 令和７年１０月２３日～１１月１０日 

入札件数 ８件 （  ９件） 

入札中止件数 １件 （  １件） 

指名業者数 延 ４３者（延 ４７者） 

入札辞退者数 延  ３者（延  ３者） 

失格者数（無効含む）   ２者（   ２者） 

予定価格総額(A) 35,312千円 （ 37,622千円） 

落札額総額（税込）(B) 33,844.8千円（ 36,099.8千円) 

差引額((A)-(B)) 1,467.2千円 （ 1,522.2千円) 

(B)／(A） （％） 95.85％ （95.95％） 

平均落札率（％） 94.35％ （94.76％） 

※平均落札率は、１件ごとの落札率を合計して落札数で除したもの。 

※条件付一般競争入札は含まない。 

 

○条件付一般競争入札・予定価格事後公表入札の状況 

項 目 条件付一般競争入札 ６月～１０月分 予定価格事後公表 ６月～１０月分 

指名審査会 ― 令和７年５月２８日 

公告日（指名通知日） 令和７年６月１８日･７月１５日･９月５日・９月 18 日・１０月 3 日 令和７年６月２日･６月１８日・６月２３日 

入札執行日 令和７年７月４日･１０日・８月５日･９月２４日・１０月６日・１７日  令 和 ７ 年 ６ 月 ２ ０ 日 ･７ 月 ４ 日 ・ ７ 月 １ ０ 日 

公告から入札までの期間 １６日間・２１日間・１９日間・１８日間・１４日間  １８日・１６日・１７日 

契 約 日 令和７年７月１４日・８月１９日･１０月７日・１０月１４日・３１日  令和７年７月１１日･７月２３日 

公告から契約までの期間 ２６日・３５日・３２日・２６日・２８日  ３９日・２３日・３０日 

入札件数 １９件 （ １９件） ３件 （  ４件） 

入札不調件数 １件 （  １件） ０件 （  ０件） 

入札中止件数 ２件 （  ２件） ０件 （  ０件） 

入札参加者数（指名数） 延１３２者（延１３２者） 延 ２４者（延 ３３者） 

入札辞退者数  ７者（   ７者）  ０者（   ０者） 

失格者数（無効含む）   ２者（   ２者）   １者（   １者） 

予定価格超過者数 延  １０者（延 １０者） 延 １０者（延 １５者） 

予定価格総額(A) 372,863千円 （372,863千円） 33,680千円 （36,203千円） 

落札額総額（税込）(B) 365,640千円 （365,640千円) 31,295千円 （33,693千円) 

差引額((A)-(B)) 7,223千円 （  7,223千円) 2,385千円 （ 2,510千円) 

(B)／(A） （％） 98.06％ （98.06％） 92.92％ （93.07％） 

平均落札率（％） 97.83％ （97.83％） 92.71％ （93.30％） 

※（ ）内は、工事以外も含む全体の数。 

※条件付一般競争入札には予定価格事後公表２件分が含まれている。 

※予定価格事後公表には条件付一般競争入札２件分が含まれている。 

※条件付一般競争入札の辞退者は、入札参加の承認後に参加取下げや辞退をした者。 

  



 

〇予定価格事後公表を除く公共工事に係る指名競争入札の状況 

項 目 ６月～１０月分 

入札件数 ６１件 （ ８５件） 

入札不調件数（中止含む） ７件 （  ８件） 

指名業者数 延３２９者（延４７２者） 

入札辞退者数 延 ６１者（延 ７３者） 

失格者数（無効含む）   ４者 （  ５者） 

予定価格総額(A) 560,342千円  （745,940千円） 

落札額総額（税込）(B) 549,971.4千円（724,574.4千円) 

差引額((A)-(B)) 10,370.6千円 （21,365.6千円) 

(B)／(A） （％） 98.15％ （97.14％） 

平均落札率（％） 97.08％ （95.88％） 

（ ）内は、工事以外も含む指名競争入札数。 

 

８ 意見 

昨年８月に策定された本市の「入札・契約制度等改革に係る取組方針」に基づく取組の前回監査

時以降の進捗状況について聞き取り等を行った。 

予定価格の事後公表については、８月以降の入札においては実施していない状況となっている。

これは、不調になるリスクが高いことから市民サービスに影響が少ないもの、不落・不調となった

場合、再入札に付する猶予期間のあるものなどを選定しているとのことである。また、予定価格の

公表方法についての方針決定の時期についてはこれまで９月としていたが入札等監視委員会の意見

を聴取し令和８年１月に決定していくとのことである。 

次に、「一般競争入札を含めた入札制度の検討」については、１０月においても条件付一般競争

入札を試行中であり、現在も入札結果等の分析・検証を進めているとのことである。 

次に、「電子入札の導入」については、本年１０月から電子入札システムの使用は可能となって

いるが、電子入札に参加するためにはパソコンの環境設定や利用者登録が必須となることから、す

べての業種における電子入札とするのではなく順次導入を進めていくとのことである。 

「入札・契約制度等改革に係る取組方針」に基づく取組の進捗状況については、一部に遅れはあ

るものの概ね計画どおりに進められている。 

 

次に、６月の入札分の「市貢献事業」とした災害復旧工事の１件において、指名した全６者が見

積不採算等の理由により辞退し不調となっている。しかしながら、その後に事業担当課が実施した

同じ予定価格での３者見積りの随意契約においては予定価格の 97.66％での落札となっている。こ

のことは指名の選定によっては１回目の指名競争入札で完了したのではないかとも考えられるとこ

ろであり、指名の選定に当っては熟慮する必要があると思料する。 

 同じく、６月実施の予定価格事後公表の指名競争入札１件において、参考見積を徴取した事業者

を指名に加え、結果として、その事業者が落札しているものがある。予定価格事後公表について

は、現在試行的に実施しているものであるが、このことは法令上明確な禁止等はないものの競争性

や公平性の観点から問題視される可能性もあるため、予定価格事後公表の入札の場合は、参考見積

を徴取する事業者は 1者のみではなく、複数の事業者からの徴取が望ましいのではないかと思料す

る。 

 

次に、７月入札分の予定価格事後公表で条件付一般競争入札２件について、入札参加者の半数以

上が予定価格を超過しており、超過幅も大きいものがある。前回の監査においても意見を付したと

ころであるが、予定価格を事後公表することにより超過者があることは理解できるものの、設計・

仕様内容等の周知については、十分検討する必要があると思料する。また、７月の条件付一般競争

入札予定分を公告後、入札を中止し、９月に再度条件付一般競争入札で実施しているものが２件あ



る。 

これらは、入札公告後に事業担当課から設計等を再度精査したいとの申出があり、協議の結果、

入札を延期したものである。このことは法改正による設計変更ではあるが、事業者の負担増や入札

事務量等の増加、市民や事業者への誤解を招く恐れもあるため、事業担当課は、入札依頼をする前

に法改正等の確認、情報収集を行い、設計等については十分精査すべきであると思料する。 

 

次に、８月の全入札件数については４０件と本年度において最も多くなっており、そのうち「市

貢献事業」の災害復旧工事が２６件となっている。 

入札不調は４件あり、うち３件については「市貢献事業」であり、見積不採算等を主な理由とし

て、指名した業者の全てが辞退し不調となっている。うち１件については、６月同様、その後の担

当課の３者見積り随意契約では予定価格の 95.09％での落札となっている。 

指名選定の熟慮もそうだが、特に災害復旧工事においては、これまでも見積不採算等の理由によ

り不調等になる傾向にあるため、適正な予定価格の算定についても疑義が生じるところである。な

お、入札件数の平準化についても検討すべきである。 

 

次に、９月入札分の２件の工事請負契約書（同一事業者の同一契約日）において、収入印紙

（額）の貼り違えと思われる事業者の貼付誤りがあり、契約担当課の確認漏れが見られた。口頭で

の指摘後に差替したようであるが、以後このようなことがないよう特に注意されたい。 

 

次に、１０月入札分の条件付一般競争入札において、入札不調が１件ある。これは、入札参加申

込が７者からあったものの、その後、入札参加申込取下げが２者からあり、入札参加承認後、残り

全ての５者が再度検討した結果、工期内完成が困難との理由により辞退している。 

現在、工事等建設現場においても働き方改革等により、余裕のある工期を確保する傾向にあるた

め、このことは事業担当課の入札依頼の遅れが要因ではないかと思料する。 

同じく１０月入札分において、入札が中止となったものが１件あり、同月に再度指名競争入札を

実施している。これは、指名業者の質疑により予定価格算定の錯誤があることが判明したため入札

を中止したものであるが、事業者の負担増や入札事務量等の増加、市民や事業者への誤解を招く恐

れもあるため、事業担当課は、入札依頼をする前に設計等については十分精査すべきであると思料

する。 

 

最後に、今回の監査結果においては、予定価格の事後公表の入札は４件となっている。事前公表

の入札と比較すると落札率は低くなっているものの、工事種別によっては落札率が異なることか

ら、今後引き続き分析・検証を行う必要があると思われる。また、今回の「条件付一般競争入札」

においても事後審査型を採用し落札者を決定しているが、公告（通知日）から契約までの期間が１

ケ月前後となっている。４月・５月の入札分より期間が短縮されており評価できるものである。 

今後も「入札・契約制度等改革に係る取組方針」に基づき、適宜改善等の見直しを図るなど、地

場産業振興等地域性にも考慮しつつ公平公正でより透明性の高い入札・契約制度となることを強く

望むものである。 


